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ＩＣＴ活用工事及び週休２日実施工事に関する証明書発行実施要領の運用基準 

 

（趣旨） 

第１ 令和２年度より総合評価落札方式の価格以外の評価項目に「ＩＣＴ活用証明書・週休

２日実施証明書の有無」を評価対象としている。本運用基準は，ＩＣＴ活用工事及び週休

２日実施工事に関する証明書の発行を実施するに当り，手続き等の具体的な運用を定める

ものとする。 

 

（ＩＣＴ活用証明書の発行対象工事及び実施方法） 

第２ ＩＣＴ活用証明書の発行に当っては，下記のとおり工事を実施するとともに，「ＩＣＴ

活用工事及び週休２日実施工事に関する証明書発行実施要領」及び「本運用基準」に基づ

き証明書を発行するものとする。 

  なお，証明書の発行者について，本課発注の場合は，工事を直接監理・監督する公所に

おいて発行するものとする。 

（１）平成２９年度及び平成３０年度に実施したＩＣＴ活用モデル工事については，宮城県

土木部ＩＣＴ活用モデル工事実施要領に従い実施する。 

（２）総合評価落札方式の「ＩＣＴ・３次元化等の活用提案」の適用工事については，総合評

価落札方式の手引きに従い実施する。 

（３）上記の工事以外において「ＩＣＴ・３次元化等の活用提案」の実施を希望する場合は，

以下に従い実施する。 

１）受注者は，工事受注後，速やかに工事打合簿で，「ＩＣＴ施工・３次元化等の活用

提案 工事計画書※」（以下「工事計画書」という。）及びＩＣＴ活用工事に関する

具体的な実施内容や対象範囲等を示した資料を提出し，ＩＣＴ活用工事の実施につ

いて，発注者・受注者間で協議を行い，監督職員の承諾を得るものとする。 

※宮城県契約課のホームページを参照すること

（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk79.html） 

２）技術基準等については，国土交通省東北地方整備局のホームページを参照すること 

（http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/k00915/jyouhouka/Th-iconHP/icon-

torikumi.html） 

３）発注者は，工事完了時に工事計画書の施工プロセスが履行されたかを確認する。履

行確認により施工プロセスを１項目以上実施した工事が，ＩＣＴ活用証明書の発行

対象とする。 

４）受注者は，１）で承諾を得た事項について，内容変更が生じた場合，発注者と再度

協議を行うこととする。 

 

（週休２日実施証明書の発行対象工事及び実施方法） 

第３ 週休２日実施証明書の発行に当っては，下記のとおり工事を実施するとともに，「ＩＣ

Ｔ活用工事及び週休２日実施工事に関する証明書発行実施要領」及び「本運用基準」に基

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk79.html
http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/k00915/jyouhouka/Th-iconHP/icon-
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づき証明書を発行するものとする 

（１）平成２９年度から実施している週休２日モデル工事については，各部局にて定める「週

休２日モデル工事」実施要領（以下「週休２日実施要領」という。）に従い実施する。 

なお，４週８休以上の現場閉所を達成した工事を証明書の発行対象とする。 

（２）受注者が，全ての工事において週休２日実施工事を希望する場合は，週休２日実施要

領を準用する。ただし，週休２日実施要領に準ずることができない事項については，以

下に従い実施する。 

１）各部局において週休２日実施要領を定めていない場合は， 宮城県土木部「週休２

日モデル工事」実施要領を準用する。 

２）週休２日実施要領では，週休２日モデル工事の対象工事を下記のとおり記載してい

るが，証明書発行の対象工事は，受注者が希望する全ての工事とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

例.宮城県土木部「週休２日モデル工事」実施要領 

３）発注型式については，週休２日実施要領に問わず全ての型式を対象とする。 

 

 

 

 

 

例.宮城県土木部「週休２日モデル工事」実施要領 

４）受注者は，工事受注後，速やかに工事打合簿で，実施工程表（現場施工に着手した

日（準備期間は含まない）から現場施工が完了した日（後片付け期間は含まない）

まで）をし，週休２日実施工事の実施について，発注者・受注者間で協議を行い，

監督職員の承諾を得るものとする。 

５）アンケート調査の実施については，不要とする。 

 

 

 

 

 

例.宮城県土木部「週休２日モデル工事」実施要領 
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６）週休２日実施要領で定める実施確認により，４週８休以上の現場閉所を達成した工

事を，週休２日実施証明書の発行対象とする。 

 

附 則 

この運用基準は，令和２年１０月１日から施行し，令和２年１０月１日以降に入札公告す

る工事から適用する。 


